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建設業においては、建設工事従事者の高齢化や若手入職者の減少など、将来の担い手
確保が課題。

労働環境の改善に向けた意識向上を図るとともに、建設現場における「週休２日」の普及
に向けて効果や課題を把握する取組。

■対象工事
原則、建設交通部発注の全ての工事を対象
ただし、緊急や災害対応、週休２日制工事になじまないもの等は対象外

■実施の流れ
（１）特記仕様書において週休２日制の対象工事であることを確認
（２）週休２日による現場閉所日が確認できるよう施工計画書に記載し、監督員と協議
（３）工事完成届を提出する日までに監督員に報告および閉所日数が確認できる資料を提示

■設計変更および成績評定
→現場の閉所状況（４週８休～４週６休）に応じて、労務費や共通仮設費等を補正して増額変更。
→週休２日（４週８休[閉所率28.5%]以上）の現場閉所が確認できれば、「工程管理、創意工夫」
で加点。受注者が週休2日の実施に取り組まなかった、または現場閉所率が一定未満であった
場合は、工事打合簿により、その理由を報告

■今後の予定
令和6年4月からは原則「発注者指定」方式で実施予定。

■府HP

週休2日制工事の試行について https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/shuukyuufutuka.html 2

週休２日制工事の試行 （ R 5 . 4 . 1改定）

https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/shuukyuufutuka.html


現場一斉閉所の取組みについて （ R 5 . 4 . 1以降適用）

令和6年4月の時間外労働規制の建設業への適用に向け、公共工事における週休2日の

実現の更なる推進に向け、近畿ブロック発注者協議会参加機関が発注する建設工事現
場において一斉閉所を実施する取組。

■対象工事
原則、建設交通部発注の全ての工事を対象
ただし、緊急や災害対応、週休２日制工事になじまない
もの等は対象外

■実施機関
近畿地方整備局、近畿ブロック発注者協議会の府県・
政令市(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸市)

■実施日
令和5年4月以降の毎月第２土曜日

■その他
フォローアップ調査(実施率、アンケート)を実施

■近畿地整HP

20230330-1torikumi.pdf (mlit.go.jp)
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２

https://www.kkr.mlit.go.jp/news/plan/topics/2022/lbhrsn000000fkob-att/20230330-1torikumi.pdf


受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小
黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性の確認を行うことにより、現場撮
影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図る取組。

■対象工事
建設交通部発注工事において受注者が希望し、監督職員が承諾したもの。但し、営繕工事は除く。

■導入のイメージ

■設計変更および成績評定
→使用機器の導入に係る費用は、技術管理費の写真管理に要する費用に含む。
→「創意工夫」で加点評価する。

■府HP

デジタル工事写真の小黒板情報電子化について
https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/denshikokuban.html 4

・黒板を持つ人員が不要
・書替え作業が不要
・写真整理の自動化 など

デジタル工事写真の小黒板情報電子化 （ R 2 . 4 . 1以降適用）

https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/denshikokuban.html


段階確認等の立会・確認をウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用
して行い、発注者の移動時間や、受注者のスケジュール調整による手待ち時間を削減
することで、受発注者双方の効率的な時間の活用を目指す取組。

■対象工事
建設交通部発注の工事で、段階確認・材料確認又は、立会を映像確認できる工種を有し、本試行を
実施可能な通信環境を確保できる現場

■導入のイメージ

■設計変更および成績評定
→必要とする費用については、技術管理費に含む。
→「創意工夫」で加点評価する。

■府HP

建設現場における遠隔臨場の試行について
https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/enkakurinjyou.html 5

監督員の到着を待つ必要がなく、
次の作業の手待ち時間短縮

建設現場における遠隔臨場の試行 （ R 3 . 1要領策定）

https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/enkakurinjyou.html


建設交通部が発注する工事について、ウェアラブルカメラの無料貸出を実施中。
（１業者１回まで）

建設現場における遠隔臨場の試行 （ R 3 . 1要領策定）

■対象工事
建設交通部（土木事務所、港湾局、流域下水道事務所）発注の工事。
※既に貸出中の場合は対応出来ないことがあります。

■貸出方法

■成績評定
貸出機器により遠隔臨場を行った場合においても、成績評定に
おける加点の対象とする。

• 発注者と協議を行い、貸出対象工事として指示を受ける。

• 貸出期間は原則工期末まで貸出が可能だが、年度を跨ぐ
場合はこの限りではない。

• 遠隔臨場を実施する全ての段階確認・立会が終了した後
は速やかに返却する。

• 返却時はすべての付属品が存在し、破損がなく機能にも問
題ないことを監督職員から確認を受ける。



建設技能者の技能や経験を蓄積し、処遇改善や現場管理を効率化しようとする制度であり、
建設業界が魅力的な職場となり、担い手の中長期的な育成及び確保の促進を図るために、
普及・活用が求められていることから試行。

■対象工事
建設交通部が発注する工事において、受注者からＣＣＵＳの活用について希望があったもの

■概要 ※システム運営：（一財）建設業振興基金

■設計変更および成績評定
→ＣＣＵＳに係る費用（登録、機器設置費用、現場利用料等）は、受注者が全額負担するものとする。
→履行状況の確認ができた場合は、「創意工夫」で加点評価する。
履行確認ができなかった場合の減点はなし（※総合評価競争入札で加算点となる場合は減点）。

■府HP

建設キャリアアップシステム（CCUS）試行要領 https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/ccus.html 7

建設キャリアアップシステム（CCUS）の試行 （ R 4 . 4 . 1以降適用）

https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/ccus.html


参考：現場契約情報の書式

一般財団法人建設業振興基金

建設キャリアアップシステム
現場運用マニュアル
「第8章情報の閲覧と出力帳票に
ついて」から抜粋

建設キャリアアップシステム（CCUS）の試行 （ R 4 . 4 . 1以降適用）
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作成が不要な工事書類を明確化し、工事書類を必要最小限まで簡素化するとともに、書類
の電子化を推進し、受発注者双方の働き方改革や生産性向上を実現するため取組。
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■府HP

土木工事書類簡素化ガイドラインについて
https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/kannsokaguideline.html

➢ 全ての書類は電子化の流れ
→ ASPを活用し書類は電子データで管理

➢ コリンズ登録は書類不要
→ 登録の確認にあたり書類の作成は不要

➢ 運搬管理表
→ 現着購入資材の現場までの運搬、現場内運搬は作成不要

➢ 休日･夜間作業届
→ 提出不要。実施する場合は前日までに監督員へ連絡

➢ 施工計画書
→ 準備工の着手にあたっては必要最小限で提出

→ 変更計画書は、計画に大きく影響しない場合は提出不要
（変更箇所のみ抜粋で提出可能）

➢ 施工体制台帳
→ 添付書類の提出は必要最小限
→ 工事担当技術者台帳の作成は不要

➢ 工事完成検査
→ 工事完成検査は電子データにより実施
→ 不要な書類を作成しても工事成績評定では評価されない

土木工事書類簡素化ガイドライン （ R 4 . 4作成）

https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/kannsokaguideline.html


新たに適用する公共工事設計労務単価（新労務単価）適用前の単価により予定価格を
積算しているものについて、新労務単価及び新材料単価に基づく契約に変更するため
の請負代金額等の変更協議を請求することができる。

■対象工事の例
令和５年３月に新単価が適用された場合、
令和５年３月１日に以降に契約した工事等で旧単価により予定価格を積算しているもの

■変更請負代金額の算出方法
変更後の請負代金額＝（新労務単価及び当初契約時点の材料単価による積算に係る予定価格）

×当初契約時点の落札率

■期限
受注者からの協議の請求期限は、原則として当初契約締結後14日以内

■府HP

公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置の適用
https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/roumutannkatokurei.html

⇒特例措置を適用して変更契約を締結したものについては、下請業者との請負契約の金額の見直し
や技能労働者等への賃金水準の引き上げなど、技能労働者等の処遇改善について適切に対応
してください。
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特例措置

https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/roumutannkatokurei.html


公共工事設計労務単価等の改定に伴い、賃金等の急激な変動に対処するため、工事
請負契約書第25条第6項の「インフレスライド条項」を適用することとし、発注者に対し、
労務単価及び資材単価の変動による請負代金額の変更の協議を請求することができる。

■対象工事
インフレスライド条項の適用対象工事は、次の全てを満足している工事とする。
（１）京都府における公共工事設計労務単価の改定がなされた日の前に、契約を締結している

工事であること。
（２）基準日において、残工期が２ヶ月以上あること。
（３）基準日において、残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代金額の

１００分の１に相当する金額を超えていること。

■スライド額の算定方法
Ｓ＝Ｐ２－Ｐ１－（Ｐ１×１／１００）
Ｓ ：スライド額（労務単価及び資材単価の変動による請負代金額の変更額）
Ｐ１：請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額

（変動前残工事額 ※当初契約の落札率考慮）
Ｐ２：基準日における労務単価又は資材単価等を基礎として算出したＰ１に相当する額

（変動後残工事額 ※当初契約の落札率考慮）

■府HP

インフレスライド条項の適用 https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/inflation_slide.html
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インフレスライド条項

https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/inflation_slide.html


工事請負契約書第25条第5項に定める「工期内に主要な工事材料の日本国内における
価格に著しい変動を生じ、 請負代金額が不適当となった」場合に請負代金額の変更を
請求できる。

■対象工事
残工期が２ヶ月以上ある全ての工事

■スライド額算定の計算例

■府HP

単品スライド条項について https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/tanpinslide.html

※令和４年９月から、購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が
「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを
可能としています。 12

単品スライド条項

https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/tanpinslide.html


全体スライド ：契約後１年を経過した後に賃金水準や物価水準が変動した場合
インフレスライド：日本国内において急激なインフレ又はデフレといった短期的で急激な

変動が生じた場合の中間修正的な変更
単品スライド ：特定の主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の精算的な変更
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スライド条項の違い



・インフレスライドと単品スライドの併用は可能。
・併用した期間は、単品スライドの変動前の単価は全体、インフレスライドの適用日
の単価を用いるものとし、単品スライド条項に係る受注者負担は求めない。
・単品スライドの発動可否を判断するために１％を乗じる請負代金額には、インフレ
スライドのスライド額を含む。

14

スライドの併用



目 的

人口減少や高齢化が進む中にあっても、建設業の担う役割を果たすため、建設業の賃金水
準の向上や休日の拡大等による働き方改革とともに、生産性向上が必要不可欠。
調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの全ての建設生産プロセスでＩＣＴ

技術の活用を推進し、建設現場の生産性を２割向上を目指す

出典：国土交通省「首相官邸未来投資会議資料」

Ｉ Ｃ Ｔ活用工事とは
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参考：ICT土工の流れ

16

Ｉ Ｃ Ｔ活用工事とは



国交省におけるICT活用工事の実施状況

京都府でj実施して
いる「ICT施工に関
するアンケート」の
結果では、国交省と
同様の作業時間の
短縮の結果が得ら
れている。
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①ＩＣＴ活用工事の試行要領（土工） [改正]

②ＩＣＴ活用工事の試行要領（路盤工） [改正]

③ＩＣＴ活用工事の試行要領（河川浚渫） [改正]

④ＩＣＴ活用工事の試行要領（作業土工（床掘） ） [改正]

⑤ＩＣＴ活用工事の試行要領（付帯構造物設置工） [改正]

⑥ＩＣＴ活用工事の試行要領（法面工） [改正]

⑦ＩＣＴ活用工事の試行要領（地盤改良工） [改正]

⑧ＩＣＴ活用工事の試行要領（舗装工（修繕工） ） [改正]

⑨ＩＣＴ活用工事の試行要領(構造物工(橋脚・橋台編)) [新規]

⑩ＩＣＴ活用工事の試行要領（土工1,000m3未満） [新規]

⑪ＩＣＴ活用工事の試行要領（構造物工（基礎工）） [新規]

⑫ＩＣＴ活用工事の試行要領（構造物工（擁壁工）） [新規]

⑬ＩＣＴ活用工事の試行要領（小規模土工） [新規]

【注意事項】
○成績評定
ＩＣＴ活用工事（施工プロセス）を有効に実施したことが認められた場合は、実施した範囲により工事成績の「創意工夫」の項目

で加点評価及び「施工管理」の「その他」項目で評価するものとする。
○実施証明書

ＩＣＴ活用工事において、３つ以上の施工プロセスの実施が認められる工事については、施工プロセス①～⑤の実施範囲により、
ＩＣＴ活用工事実施証明書を発行する。

「ＩＣＴ活用工事」の定義

各施工プロセスにおいて①～⑤または３

つ以上のＩＣＴ施工技術を活用する工事

※3つ以上の施工ﾌﾟﾛｾｽは、①②③

又は、②④⑤を含むものとする。

【施工プロセス】

① ３次元起工測量

② ３次元設計データ作成

③ ＩＣＴ建機による施工

④ ３次元出来形管理等の施工管理

⑤ ３次元データの納品

Ｉ Ｃ Ｔ活用工事対象工種の拡大
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ＩＣＴ活用工事の流れ 1/2 ※ I C T活用工事の手引き（京都府）より



20

ＩＣＴ活用工事の流れ 2/2 ※ I C T活用工事の手引き（京都府）より



〇京都府
https://www.pref.kyoto.jp/shido-
gijyutsu/ictsiryou0704.html

・出来形管理の監督・検査要領 （抜粋）

※抜粋

ＩＣＴ 参考URL
〇国土交通省
https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_c
onstplan_tk_000051.html

・各実施方針等（抜粋）
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Ｉ Ｃ Ｔ活用工事の積算
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〇近畿地整 ホームページ i-Construction
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/i-construction/index.html

京都府、福井県、滋賀
県、大阪府、兵庫県、奈
良県、和歌山県等のＩ
ＣＴ活用事例が紹介さ
れている。
(令和4年度の活用事例も
公開予定)

ＩＣＴ活用工事の事例
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ＩＣＴ活用事例①－１
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ＩＣＴ活用事例①－２
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ＩＣＴ活用事例②



27

ＩＣＴ活用事例③



建設現場の生産性向上に係る優れた取組を行った企業及び
地方公共団体を 近畿地方インフラＤＸ大賞として表彰すること
により、近畿地方におけるインフラ分野のＤＸの取組推進を図る
ことを目的に令和３年度に創設（近畿地方整備局HPより引用）

令和4年度

令和3年度

＜目的＞

28

近畿地方インフラDX大賞



・令和5年度は6月28日(京田辺市)、29日(亀岡市)、
30日(舞鶴市)で実施
(全て満席)

・９月下旬に同様の内容で開催予定

◎本府主催によるICT講習会の開催
〇主な講習会の内容
・3次元測量の体験
・3次元データ作成の体験
・ICT施工の体験
(最近の測量機器の活用方法、
小規模施工等)
※令和5年度から、体験時間を拡大
して開催。

京都府のＩＣＴ講習会

29



ICT講習会アンケート(抜粋)
(R5.6 亀岡市)

(掘削の位置・深さを表示)

マシンガイダンス表示画面

3次元設計データ

30

京都府のＩＣＴ講習会
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近畿地方整備局の研修

入門 初級 中級

場所：近畿インフラDX推進センター （近畿技術事務所大阪府枚方市山田池北町１１－１）



国土交通省のBIM/CIM 原則適用

32



BIM/CIM とは

33



３次元モデルの活用（義務項目）
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３次元モデルの活用（義務項目）
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3次元モデルの活用（推奨項目）

36



BIM/CIM の事例紹介①
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BIM/CIM の事例紹介②

38



施工計画書
土木工事共通仕様書 抜粋 〇施工計画書の作成のポイント

□工事着手前までに提出されているか。

□施工方法について、共通仕様書の内容
を確認して記載されているか。

→ 写真で施工方法が確認できるか。

□記載漏れの工種はないか。

共通仕様書に記載のない工種を確認して
記載されているか。

□現場特性を踏まえているか。
例) 騒音・振動対策

交通量が多い、または、狭隘な道路
河川、急傾斜、海などの現場条件等

□施工時期を考慮して記載されているか
例) 計画書の提出時期は夏、施工時期は
冬なのに記載は暑中コンクリート？

□コンクリートの種類によって、養生期間の
記載があるか。
→ 適切な養生期間が確認できるか。

39



施工計画書

※抜粋

〇施工計画書の確認ポイント

□追加が必要となった工種は、着手前に提
出されているか。

□必要な段階確認が記載され、適切に実
施されているか。
※特記仕様書に記載がある工種以外にも

共通仕様書には一般的な段階確認の記載
があります。

□関係のない工種の記載がないか。

※類似工事の施工計画書を引用している
場合に見受けられます。

□ICT活用工事を実際される場合は、「ICT

活用工事の手引き」の内容を実施されてい
るか。
→3次元起工測量、3次元設計データ作成
等は、外注任せではなく、必要な内容(書
類)を元請けとして把握されているか。

参考UＲＬ https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/ictsiryou0704.html
40



施工体制台帳

〇施工計画書作成時の参考となる図書
「建設業法に基づく適正な施工体制と配置
技術者」

・近畿地方整備局URL

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetu

gyo/index.html

〇施工体制台帳の確認ポイント

□全ての下請けが施工体系図に反映され
ているか。

(建設工事の請負契約に該当しない警備
業者、資材業者、運搬業者、測量業者など
は、作成の必要がありません)

□変更が生じた場合は、その都度提出さ
れているか。

□施工体系図は、工事関係者が見やすい
場所及び公衆が見やすい場所に掲げられ
ているか。

□専任が必要な監理技術者等は、元請・
下請の区別なく、専任されているか。
専任が必要な金額を確認されているか。

土木工事共通仕様書 抜粋

41
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施工体制台帳
〇施工体制台帳の確認ポイント

□元下指針の内容が遵守されているか。
参考URL

京都府 元請・下請関係適正化等指針
https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/docume

nts/01motoshitashishinngaiyou.pdf

□「関係法令の遵守」 「京都府が発注する

建設工事に係る元請・下請関係適正化及
び労働環境の確保 に関する指針の遵守」

「是正及び調査への協力」が下請け契約に
記載されているか。(2次以降の下請けも同様)

□必要な書類はそろっているか。
例） 「下請工事契約時ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」「業許可
書」「契約書」 「内訳数量」 「法定福利費の
明示」 「作業員名簿」 等

□2次下請の作業員名簿に、３次下請が
入っていないか。

□土木工事で2次を超える場合は、「重層

下請理由書」と「賃金台帳等の写し」が提出
されているか。 42

https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/documents/01motoshitashishinngaiyou.pdf


安全教育

〇安全教育の確認ポイント

□月当たり、半日以上の時間を割当てら
れているか。

□出席可能な作業員全員が参加されてい
るか。

□具体的な計画が施工計画に記載されて
いるか

→適切に実施されているか。

□現場特性を踏まえた安全教育、新規入
場が実施されているか。
提示資料で内容が確認できるか。
例) 交通量が多い、または、狭隘な道路

河川、急傾斜、海などの現場条件 等

□災害防止協議会、安全協議会(関連工
事との調整が必要な場合)が適切に実施さ
れているか。

□安全パトロール、危険予知(KY)が適切
に実施されているか。

土木工事共通仕様書 抜粋
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工事材料の品質

〇工事材料の品質確保のポイント

□特記仕様書で求められている材料の品
質証明が提出されているか。

□適切に材料の保管がされている写真が
あるか。

×適切な保管写真はあるが、完成検査の
現場では、欠けやクラックが多い。

44

土木工事共通仕様書 抜粋



過積載防止

〇過積載、産廃契約等のポイント

□過積載対策の状況を写真等で確認でき
るか。

□産業廃棄物ステッカーの運搬車両への
表示が確認できるか。

□産廃契約・マニフェストの運用は適切に
行われているか。

□運搬管理表は監督員に提出され、伝票
と整合がとれているか。

45

土木工事共通仕様書 抜粋



保険、建設業退職金共済制度

〇建設業退職金共済制度の確認

□工事現場の見やすい場所に標識が掲
示されているか。

□対象外(中退協、自社制度等)の場合は、
辞退届の提示があるか。

□証紙の購入方法は、途中で不足なく購
入されているか。

□元請事業主は、下請事業主に対して、
建退共制度の趣旨を説明されているか。

土木工事共通仕様書 抜粋

〇保険加入の確認

□施工体制台帳の作業員名簿等で、適切
な保険加入の状況が確認できるか。
(ただし、法人事業所の役員、個人事業者の代
表、一人親方(事業主)は雇用保険の適用除外)

□適切な保険加入の状況を元請けとして、
確認されているか。

46



段階確認・立会

〇段階確認のポイント

□段階確認等が必要な場合、あらかじめ所定
の様式により、工種、確認時期等を監督職員に
報告されているか。

□必要な段階確認を適切に実施しているか。

※段階確認が必要な工種は、特記仕様書に記
載している工種だけではなく、共通仕様書に記
載されている工種の段階確認も必要！

※段階確認は、工事を進める上で、その時
点で確認しておかなければ重大な手戻り
が生じる可能性がある段階や、工事が進
むと不可視となるものなどについて、監督
職員（又は現場技術員）が立会し確認する
ものです。

※段階確認を行うことにより、受注者が作
成すべき出来形・品質の管理資料・写真
の作成が不要となるものではありません。

土木工事共通仕様書 抜粋

47

段階確認の様式
土木請負工事必携 (工事関

係書類の様式)より抜粋

土木工事共通仕様書 抜粋

https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/documents/02_yoshiki.pdf


土木工事検査基準

京都府の「土木工事検査
基準」は下記URLで公表
されています。
https://www.pref.kyoto.jp/

shido-

gijyutsu/documents/1211

881004229.pdf

48



土木工事検査基準

〇検査内容のポイント

□何を測るか、どこを測るか確認

□検査時における検査頻度の確認
(表中の検査頻度を原則とするが、
現地状況等を勘案して適宜実施)

※検査は実地において行うのが原則

49



出来形管理、品質管理

〇出来形、品質管理のポイント

□施工計画書に示される作業手順に従い
施工し、出来形及び品質が設計図書に適
合するように施工管理を実施されているか。

※作成した施工計画書と施工方法が一致して
いるか。

□出来形管理基準、品質管理基準に基づ
き作成し、漏れなく提出されているか。

□社内の管理基準は設定されているか。

□管理基準に定められていない工種また
は項目について、監督職員と協議の上、
管理を実施されているか。

土木工事共通仕様書 抜粋

URL：
https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/h29shiyosho.html 50



写真管理

〇写真管理のポイント

□写真管理基準に基づいた項目について、
提出されているか。

□不可視となる出来形部分の写真の整理
が実施されているか。
完成後に確認できないものは写真でしか
確認できない。

※監督職員又は現場技術員が黒板ととも
に写っているだけの風景写真のようなもの
にとどまっているものが見受けられること
がありますが、出来形管理写真としては不
十分です。
受注者として作成する出来形管理写真と
しては、出来形測定用のテープやスタッフ、
鉄筋の目印（マグネット）等とともに、何を
測定しているのか明示した黒板を撮影す
ることが必要です。

写真管理基準抜粋
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写真管理の参考例
スケールのアップで目盛り
が読めること！
⇒ 天端幅、

実測値 ４１０ mm

設計値と実測値が確
認できること！
⇒ 天端幅、

設計値 ４００mm    
実測値 ４１０mm

かぶり83mmが
確認できる
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工事等成績評定要領（土木工事）
・工事成績評定要領は、京都府ホームペー
ジで公開されています。
URL ：https://www.pref.kyoto.jp/shido-

gijyutsu/hyoutei.html

・主任監督員、総括監督員、検査員のチェッ
ク項目も公開されています。

53

京都府HP

https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/hyoutei.html


工事等成績評定要領（考査項目一覧表 抜粋）
土工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ
工事

舗装工事

護岸・根固
・水制工事

二次製品
構造物工事

〇工事成績評定要領に考査項目は公表さ
れています。

URL ：https://www.pref.kyoto.jp/shido-
gijyutsu/hyoutei.html

54

https://www.pref.kyoto.jp/shido-gijyutsu/hyoutei.html


• 出来形管理図及び出来形管理表の工夫の状況

• 社内の管理基準に基づく管理状況

• 不可視部分の出来形の写真整理状況

• 写真管理基準に基づく管理状況

• 出来形管理基準が定められていない工種における監督職員との協議及び管理状況

• その他

評価項目

【評価者：主任監督員・検査員】（検査員はａ‘、ｂ’あり）

55

出来形及び出来ばえの留意点

〇評価のポイント
・出来形の評定は、工事全般を通じて評定する。
・「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準で、出来形が規格値以内に収まっているか。
また、そのばらつきの程度が優れているか。
◎出来形管理記録（段階確認・成果表・出来形図・写真がもれなく作成・整理され、確認できることが必要）

測定数が５点未満の場合は出来形管理図表の作成は不要 （土木工事施工管理基準）
なお、出来形管理基準に基づく測定基準以上の測点を設定しても評価の対象とならない。 55



56

〇ICT活用工事の書類のポイント
□ IＣＴ活用工事の手引きに記載の「ICT活用工事の流れ」を実施されているか。

□ IＣＴ活用工事の施工計画書、打合せ簿(ICT施工希望の協議) を実施されているか。

□ 「①３次元起工測量」 「②３次元データ作成」について、作業内容を把握されているか。
「①３次元起工測量」 「②３次元データ作成」は外注される場合が多く、必要な書類を添付されてい

ない場合が見受けられます。
例１) 測量計画、工事基準点(標定点)が確認できる資料がない。 参考：ICT活用工事の手引き(UAV) P33

例2) 3次元設計データチェックシートの提出がない。 参考：ICT活用工事の手引き(UAV) P48

ICT活用工事の工事書類

※UAVの飛行計画等も必要です。
手引き P65

56



〇ICT活用工事の書類のポイント

□出来形管理に係わる「出来形管理図表」を整理されているか。

また、出来形管理に伴う必要な基準を把握されているか。

・出来形管理図表より、出来形管理基準に定められた測定項目、測定頻度並びに規格値を満足し
ているか否かを確認。

ばらつきは、分布図
の凡例に従い判定。

57

ICT活用工事の工事書類

関係要領の確認
(ICT活用工事試行要領)
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ICT活用工事の工事書類
〇ICT活用工事の書類のポイント

□ 電子納品は適切に実施されているか。
受注者は、電子成果品（ＴＬＳ等による出来形管や数量算出の結果等の工事書類）を 「工事
完成図書の電子納品等要領」で定める「ＩＣＯＮ」フォルダに格納して提出。



※ 場合によっては、確認手順が逆となる場合もあります。

■ 検査職員の実地検査 （確認手順の例）

⚫ 書面検査時

検査職員は、電子納品物から出来形
管理データを表示させて、自らが指定し
た箇所の３次元設計データの設計面の位
置並びに標高、受注者が計測した出来形
管理値の計測結果をメモします。

⚫ 実地検査時

検査職員は、現地では出来形管理用Ｔ
ＳやＧＮＳＳローバーの誘導機能を使用し
て、自らが指定した箇所の出来形計測を
行い、３次元設計データの設計面と実測
値との標高差が規格値内であるかを検査
します。ただし、ＴＳ出来形用の基本設計
データを作成する必要はありません。

出来形管理用ＴＳ

ＧＮＳＳローバー

出来形管理図表

59

ICT活用工事の実地検査



〇創意工夫の書類のポイント

・企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合等に
評価する項目

※創意工夫の上限は７点

●創意工夫とならない場合

・ 設計図書（図面、共通仕様書、特記仕様書）に記載している内容の履行

・ 発注者が指示した内容の履行

・ 一般的で、通常行うべき内容であるもの。特筆すべきものではないもの。

※報告様式を用いて数多く創意工夫の報告を挙げてこられる事例がありますが、

評価対象となるかはこれまでの事例等も踏まえた総合的な判断となります。

60

【評価者：主任監督員】

創意工夫
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創意工夫

創意工夫の留意点

• 上記評価項目に該当する内容について、実
施した内容が記録に残っており、かつ特筆
すべき内容であることが必要。

• 実施して当たり前の内容は評価できない
(当該工事で汚した道路清掃など)

【評価者：主任監督員】


